
高齢者等の家具転倒防止対策助成要綱 

制定 平成２０年３月２９日区長決定 

平成２０年４月要綱第２０号 

改正 平成２４年１月１９日区長決定 

平成２４年４月要綱第１８号 

改正 平成２８年２月２９日部長決定 

平成２８年３月要綱第７８号 

改正 平成３１年３月２９日区長決定 

平成３１年３月要綱第６３号 

改正 令和３年 ５月３１日部長決定 

令和３年６月要綱第１５４号 

 （目的） 

 第１条 この要綱は、高齢者等の世帯に対し、家具転倒防止対策に係わる経費

を助成することにより、地震対策のひとつである家具転倒防止器具の普及を

図ることを目的とする。 

 （助成対象世帯） 

 第２条 助成対象世帯は、区内に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれ

かに該当し、同一年度にこの要綱に基づく助成を受けたことのない世帯とす

る。 

 （１）６５歳以上の高齢者のみで構成されている世帯 

 （２）障害者のみで構成されている世帯 

 （３）６５歳以上の高齢者と障害者のみで構成されている世帯 

 （４）要介護３以上の６５歳以上の高齢者のいる世帯 

 （５）２級（度）以上の障害者のいる世帯 

 （助成対象経費） 

 第３条 助成対象経費は次の各号に掲げるものとする。ただし、各号の経費を

合算した額は２０，０００円を限度とする。 

 （１）家具転倒防止器具の購入費用 

 （２）家具転倒防止器具の取付け費用 

 （助成割合） 

 第４条 経費の助成割合は、前条の助成対象経費の９割とする。なお、助成対

象世帯が住民税非課税世帯である場合は１０割とする。 

（助成の申請） 

 第５条 助成を申請する世帯は、助成申請書（様式１）を申請者世帯全員の住



民票の写しおよび住民税非課税証明書等を添付のうえ、区長に提出するもの

とする。ただし、当該書類の確認以外の手法により申込要件の確認ができる

場合にあっては、書類の添付を省略することができる。 

 ２ 前項において、賃貸住宅に居住する世帯で、壁等にねじで固定するタイプ

の家具転倒防止器具を希望する場合は、あらかじめ助成申請書の家屋所有者

記入欄に、家屋所有者が承諾したことを証する記名等を得るものとする。 

 （申請の受理、審査および決定、訪問調査） 

第６条 区長は、申請を受理し第２条に定める要件に該当する世帯と認めたと

きは、助成決定通知書（様式２）により申請者に通知するとともに、別途契

約で定める受託業者に訪問調査を要請するものとする。 

 ２ 前項において、申請を却下した場合は、却下・取消通知書（様式３）によ

り申請者に通知する。 

 （訪問調査の内容） 

 第７条 前条の要請を受けた受託業者は、世帯を訪問調査し、家具や住居に適

切な家具転倒防止器具を選定し、第３条の助成対象経費を算定するものとす

る。 

 （助成方法および自己負担） 

 第８条 助成額の確定は、受託業者が家具転倒防止器具を取付け助成対象経費

が確定した後とし、受託者からの完了報告と請求により区が直接受託業者に

支払うものとする。 

２ 助成決定された世帯に自己負担（助成対象を超える経費または助成割合の

範囲外の経費）が生じる場合は、助成決定された世帯が直接受託業者に支払

うものとする。 

（助成の取消し） 

第９条 区長は、助成を申請した世帯がこの要綱に定める要件に適合しないと

認めた場合は、助成を取消すことができる。 

２ 前項において、助成を取消した場合は、却下・取消通知書（様式３）によ

り申請者に通知する。 

付則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

付則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付則 



この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

付則 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 



第３号様式（第６、９条関係）

　　　　年　　　　月　　　　日

様

品川区長　　

高齢者等の家具転倒防止対策助成 却下 ・ 取消 通知書

理　　　由

　　申請のあった ・ 決定した 家具転倒防止対策助成について、下記理由により

　却下 ・ 取消　しましたので通知いたします。


